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保育を必要とする理由について、次の必要書類を添付してください。 

理 由 続 柄 添 付 書 類 
就 労 父 ・ 母 ・ その他 就労証明書 

出 産    母 ・ その他 
出産（予定）日  令和   年   月   日 
※ 出産予定日を確認いたしますので母子手帳をお持ちください。 

疾病・障害 父 ・ 母 ・ その他 

① 病気等状況報告書、診断書 
② 病気等状況報告書、身体障害者手帳、愛の手帳等の確認 
 ※ ①・②のいずれかが必要です。 

介護・看護 父 ・ 母 ・ その他 

① 介護・看護状況報告書、診断書または介護被保険者証の写し、 
② 介護・看護状況報告書、身体障害者手帳・愛の手帳等 
※ ①・②のいずれかが必要です。 

災 害 父 ・ 母 ・ その他 ※ あらかじめこども育成課保育・幼稚園係に御相談ください。 

就 学 父 ・ 母 ・ その他 学校法人の学校、専門学校等の在学証明書・授業カリキュラムなど 

求 職 父 ・ 母 ・ その他 
家庭外労働の求職   ・   家庭内労働の求職 （自営・内職・親族会社） 

就職内定  無  ・  有  ※  就職内定がある場合、就労証明書が必要です。 

児童虐待・配偶者暴力 父 ・ 母 ・ その他 ※ あらかじめこども育成課保育・幼稚園係に御相談ください。 

育 児 休 業 父 ・ 母 ・ その他 就労証明書（育児休業欄に必要事項を記入） 

そ の 他 父 ・ 母 ・ その他 ※ あらかじめこども育成課保育・幼稚園係に御相談ください。 
 
 

 

生活保護法等の適用の有無 無  ・  有  （     年  月  日  保護開始 ） 担当者（        ） 

ひとり親家庭の状況 
死別 ・ 離婚 ・ 未婚 ・ 行方不明 ・ その他（             ） 

  いつから    年  月  日  ※ 現況をお聴きすることがあります。 

※提供された個人情報は、保育所等にかかるもののみに使用し、その他の目的では使用しません。 
 
市記入欄 

                

 
□ 父 

□ 母 

認定区分 １号 認定期間 交付年月日 

２号 ・ ３号（ 標 ・ 短 ） 令和   年  月  日 ～ 令和   年  月  日 令和   年  月  日 
 
   

兄弟姉妹   有・無 （  人） （                ） 
階 層 

ひ と り 

そ の 他 

（     ） 令

和 

６

年

度

分 

市   民   税 令

和 

７

年

度

分 

市   民   税 

父            
 円 

その他 父            
  円 

その他 
歳 

母            
 円 

円 母            
 円 

円 保育料  （第     子） 
 

円 
合計 

                      円 
合計                          

円 
 

同意事項 
※ 子ども・子育て支援法にもとづく給付認定に当たっては①に、保育所等の利用申込みに当たっては②
～④に、同意していただく必要があります。内容を確認し、□にチェックした上で署名してください。 
①□ 市が給付認定に必要な保護者および同居家族の課税状況等および同居家族の状況、身体障害者手帳

等の所持情報を閲覧すること。また、その情報にもとづき決定した利用者負担額について、特定教
育・保育施設に対して提示すること。 

②□ 保育児童の安全確保のため市長が障害認定の有無および特別児童扶養手当の支給の有無について調
査・確認すること、障害等について特定教育・保育施設に診断書等の情報を提供すること。 

③□ 申請内容が事実と異なる場合および正当な理由がなく必要書類を提出期限までに提出しない場合に
は解除（退園）となること。 

④□ 保育料は納期限までに納付すること。 

上記のチェック事項について、同意します。      署名                   
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保育料を滞納している世帯における児童の入所について、選考する上で、選考に関する調整点数

表に減点項目が設定されています。申込みの締切日直前に滞納分を納入した場合は、その領収書

を提示してください。 

□ 

9 
保育料の納入がない場合は、児童手当・特例給付から徴収し保育料へ充当することや、法にもと

づく差押え等の滞納処分をすることがあります。 □ 

10 

【４月入所申込みの方】 

令和６年度の保育所申請をしている方で、１月・２月・３月に入所が決定した場合、令和７年度

４月の入所申請は取消しになります。 

□ 

11 募集人数が０人の場合でも、在園児の転園などにより選考過程で空きがでることがあります。 □ 

12 
入所保留となった場合、申込みいただいた年度内に限り待機児として毎月の選考対象となりま

す。保育所等の利用が不要となった場合は、取下げの手続が必要となりますので御来庁ください。 □ 

13 

保育所等の希望先の変更や転園の希望は、変更（転園）を希望される月の前月１５日（土・日・

祝日の場合は前開庁日）までに申請していただく必要があります。なお、転園が決定した場合、

元の園には戻れませんので御注意ください。 

※４月入所に関しては締切日が異なるのでこども育成課までお問い合わせください。 

□ 

14 

入所中に仕事が変わった・仕事を辞めた・出産予定（産休・育休含む）など、保護者の就労等の

状況が変わった場合は、こども育成課で必ず手続をしてください。正当な理由なく、これらの手

続が遅れますと、退所（退園）となることがあります。 

□ 

15 

求職要件等で短時間保育になっている場合、「就労証明書（求職要件の場合）」を提出した翌月以

降から標準時間へと認定が変更となります。月の途中での認定変更はできませんので御注意くだ

さい。 

例）・求職中で５月１６日から勤務開始の就労証明書を５月中に提出した場合は６月から標準認

定になります。 

□ 

16 
入所した保育所等へ、青梅市が把握している児童の状況や家庭環境、利用者負担額等の情報提供

をいたします。 □ 

17 
保育料および副食費の徴収/免除の決定のため、収入・税金に関する資料の提出を求める場合が

あります。 □ 

18 

保護者の市区町村民税情報が確認できない場合、０～２歳児クラスの保育料を最高額決定、３～

５歳児クラスの副食費を徴収決定いたします。 

税申告や税修正をした場合、速やかに市に御連絡ください。(保育料や副食費の遡っての変更は

現年度内に限ります。) 

□ 

19 

保育所等では、園長をはじめ職員一丸となって保育し、子どもたちの成長を支援していきます。 

保育所等では、それぞれ園の方針があります。保護者には、この方針を遵守し協力をお願いしま

す。なお、保育園の運営に支障がある場合は、転園をお願いする場合があります。 

保育園は、子どもたちが集団で安心・安全に過ごす場所です。園内では、園児、保護者および職

員に対し、不安を与える言動（大声を出す、過剰な要求をするなど）を厳に謹んでいただくよう

お願いいたします。

□ 

 

上記の内容についてすべて確認し、同意します。 
 

令和   年   月   日              
 

児 童 氏 名                 
 

保護者氏名                 










